
【2020年度（2020年4月～2021年3月）】
（単位：先数） （単位：%）

α のうち期末に債
務者区分がランク
アップした先数
β

α のうち期末に債
務者区分が変化し
なかった先
γ

α 再生計画を策定
した先数

δ

正常先 ① 1,115 2 2 2 0.2% 100.0%

うちその他
要注意先

② 260 15 0 14 15 5.8% 0.0% 100.0%

うち
要管理先

③ 5 3 0 3 3 60.0% 0.0% 100.0%

破綻懸念先 ④ 49 8 0 8 8 16.3% - -

実質破綻先 ⑤ 25 0 0 0 0 0.0% - -

破綻先 ⑥ 9 0 0 0 0 0.0% - -

小計(②～⑥の計 348 26 0 25 26 7.5% 0.0% 100.0%

合　計 1,463 28 0 27 28 1.9% 0.0% 100.0%

（注）

・「α のうち再生計画を策定している全ての先数 δ 」には、金融機関独自の再生計画策定先のほか、中小企業支援協議会、ＲＣＣ、
　地域経済活性化支援機構、産業復興機構、東日本大震災事業者再生支援機構などと連携した再生計画策定先を含む。

経 営 改 善 支 援 等 の 取 組 み 実 績

うち
経営改善支援

取組み先

α

期初債務者数
A

　なお、経営改善支援取組み先で期中に完済した債務者はα に含むもののβ に含まない。

要
注
意
先

・γ には、期末の債務者区分が期初と変化しなかった先数を記載。
・みなし正常先については正常先の債務者数に計上。

稚内信用金庫

・期初債務者数及び債務者区分は2020年4月当初時点で整理。
・債務者数、経営改善支援取組み先は、取引先企業（個人事業主を含む。）であり、個人ローン、住宅ローンのみの先を含まない。
・β には、当期末の債務者区分が期初よりランクアップした先数を記載。

経営改善支
援取組み率

α ／A

ランクアップ
率

β ／α

再生計画策
定率

δ ／α

・期初の債務者区分が「うち要管理先」であった先が期末に債務者区分が「要注意先」にランクアップした場合はβ に含む。

・期初に存在した債務者で期中に新たに「経営改善支援取組み先」に選定した債務者については（仮に選定時の債務者区分が
期初の債務者区分と異なっていたとしても）期初の債務者区分に従って整理。


